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• 契約の境界線は、保険契約グループの測定における重要な要素である。契約の境界線は、個々の契約レベルで分析しなければな
らない。IFRS第17号は契約の境界線に係る結論のための原則を有しているが、当該原則では重要な判断の行使が要求されることが
ある。

• 契約中の実質的な権利と義務の間に相互作用がある複雑な状況も存在する。本ウェブキャストでは、契約の境界線の決定が容易
ではない場合について解説する。

• IFRS第17号34項(b)の要求事項の下で企業が契約の境界線をどの時点に設定するか、および当該パラグラフにおける2つの規準につ
いて解説する。

• 典型的なシナリオは、保険契約者が保険者から最初に保険契約を購入する際、保険者が保険契約者に対して継続ベースで契約の
更新を保証するが、保険契約者が含まれるポートフォリ全体のリスクを再評価する権利を留保する場合である。

• 次の再評価日で契約の境界線が引かれるためには、IFRS第17号34項(b)の2つの規準を満たさなければならない。

• 規準1－保険者は保険ポートフォリオ・レベルで、完全に再評価する能力を有する。

• 規準2－契約の価格は、再評価日後の期間に係るリスクを考慮に入れていない。

契約の自動更新：「境界線」はどこか？

概要
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• IFRS第17号34項(b)の1つ目の規準が2つ目の規準よりも判断を要しないことは、広く受け入れられている。

• 保険者の価格設定が次の評価日を超えたリスクを考慮に入れているか否かを結論付けることは容易ではない。IFRS第17号34項(b)(ii)
が満たされず、契約の境界線が再評価日を超える場合の例は、次の通りである。

契約の前半に請求される保険料が、契約の後半に請求される保険料と相互扶助の関係にある（例えば、平準保険料）

更新期間における更新が保証されており、ポートフォリオ内の異なる年齢グループ間で相互扶助の関係がある

次の再評価日後の将来の更新を見込んで、保険料が設定されている

保険料の支払は、契約の全期間に対応するものではない

保険料割引や無事故給付金が適用され、それらは事前に明示されている

契約の自動更新：「境界線」はどこか？

IFRS第17号34項(b)の2つ目の規準－保険者の価格設定の実務の判断
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設例
簡易な前提

企業Aは以下の条件で毎年更新可能な保険契約を販売し

ている。

• 20歳から30歳までの保険契約者に提供される; 

• 保険契約者が年間保険料を支払う場合、さらに1年間

契約の更新が保証される。すなわち、この保険種目

で最初の保険契約を購入した後には、既存の保険契

約者は新たな査定を必要としない;

• 保険契約者が31歳になった以降は更新できない

企業Aはポートフォリオ・レベルでリスクを価格改定する制約のない

実質上の能力を有している。

最初の保険契約が購入されると、ポートフォリオ内の保険契約者

はさまざまな健康要因(例:喫煙者と非喫煙者の分離)に基づいて

分類されるとともに、グループ化され、ポートフォリオ内の各グループ

には独自の保険料率が設定される。これらの要素は、その後の更

新日に再評価することはできない。

保険契約者は、毎年提示される新しい価格で契約を更新するか、

更新オプションを拒否して更新する権利を失う。保険契約者は、

年間のカバー期間中はいつでも契約を解約することができる。
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設例
簡易な前提

企業Aは2種類の契約を発行している。

契約の種類１：ポートフォリオに対する均一の保険料率 -

すべての年齢のグループに請求される単一の保険料率

契約の種類２：ポートフォリオに対する段階的な保険

料率 -各年齢グループに適用される保険料率はポー

トフォリオ内の年齢グループによって異なり、グループの

年齢が上がるにつれて高くなる（すなわち、他のすべて

の条件が同じ場合、年下の保険契約者は年上の保

険契約者よりも支払が少ない)。

会計上の論点:

次の再評価日は契約の境界線になるか？

再評価日までの保険料の価

格が、再評価日後の期間に

係るリスクを考慮していない

ポートフォリオ・レベルでリス

クを完全に価格改定する

制約のない実質上の能力 +

IFRS第17号34項(b)の要件

√ ?
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設例

簡易な前提

すべての年齢のグループにCU100の均等の
保険料率が適用される

契約の種類1

年齢別の
グループ

12か月間の保険期間における
対象年齢の保険契約者への予
想されるキャッシュ・アウトフロー

各年齢別のグループに対
する年間の保険料

20 30 100

21 32 100

22 34 100

23 36 100

24 40 100

25 44 100

26 52 100

27 65 100

28 76 100

29 97 100

30 120 100

均等の保険料率の表

均等の保険料率

12か月間の保険期間における対象年齢の保険契約者への予想される
キャッシュ・アウトフロー

年齢
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企業Aには、12ケ月毎にポートフォリオの価格を自由に変更できる実務
上な能力がある。しかしポートフォリオの価格設定を行う場合：

12ケ月を超える将来の罹患率の傾向は、各年齢グループの
年間保険料を設定するために考慮される。

既存の保険契約者は、更新日に個々の健康状態に依存せ
ず、混合ポートフォリオ・レートで罹患リスクの保険引受を得て
いる。

異なるリスクレベルの保険契約
者は同じ保険料を支払う

IFRS 第17号34項(b)(ii)の規準に充足していない。次回の再評価日は、契約の境界線外となる。

契約の種類１

設例
契約の境界線の評価 –すべての年齢のグループに均等な保険料率

評価結果:

年齢を問わず均等な保険料率

12ケ月間の保険期間における対象年齢の保険契約者への予想される

キャッシュ・アウト・フロー

年齢
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設例
前提 – 段階的な保険料率

契約の種類２

各年齢別のグループに対して均等な
保険料率が適用される。

年齢別の
グループ

12ケ月間の保険期間における
対象年齢の保険契約者への予
想されるキャッシュ・アウトフロー

各年齢別のグループに対
する年間の保険料

20 30 86

21 32 90

22 34 95

23 36 100

24 40 100

25 44 110

26 52 110

27 65 135

28 76 140

29 97 150

30 120 155

保険料テーブル

翌年の保険料

年齢

12ケ月間の保険期間における対象年齢の保険契約者への予想される

キャッシュ・アウト・フロー
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企業Aには、12ケ月毎にポートフォリオの価格を自由に変更できる実務的
な能力がある。しかし契約の価格設定を行う場合：

保険料の設定において、12ケ月を超える将来の罹患率の傾向

が考慮される。

段階的な保険料の価格設定は、契約の種類１と比較して相互

補助が減少する。重要な判断は、IFRS第17号34項(b)(ⅱ）が

充足するかどうかを評価することである。

我々は、結論が否定的となる設例を説明する。

設例

契約の境界線の評価 – 保険料の段階的ポートフォリオ・レート

契約の種類2

保険料は後の期間におけるリス
クと比較して比例して低くなる。

2.87 : 1 

[アウトフローに対する

保険料の比率]

1.84 : 1 

[アウトフローに対す

る保険料の比率]

年齢

翌年の保険料

12ケ月間の保険期間における対象年齢の保険契約者への予想される

キャッシュ・アウト・フロー
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設例
保険者の価格設定実務に基づくテストとして相互補助の存在を分析

以下のグラフは、契約の種類2の相互補助の分析を示しており、分析に役立つ簡易な相互補助指数を構築するための罹患グループとして

25歳の年齢グループを取り上げる。

契約の境界線は、次回の再評価日以降となる理由：

• 価格設定のアプローチは、次回の再評価日以降にリス

クを検討する 。そして、

• それは、重要な相互補助により証明される。

20歳の年齢グループに対する計算例 (契約の種類2):

年齢別の
グループ

契約の種類2

の指標
相互補助がない
場合の指数

20 115% 100%

21 113% 100%

22 112% 100%

23 111% 100%

24 100% 100%

25 100% 100%

26 85% 100%

27 83% 100%

28 74% 100%

29 62% 100%

30 52% 100%

>100%は保険料が比較
的高いことを意味する

<100%は保険料が比較
的低いことを意味する

評価結果:

契約の種類2の相互補助指数

相互補助が存在しない場合の相互補助指数

115% =
20歳層のキャッシュ・フロー:

保険料:86

アウトフロー:30

25歳層のキャッシュ・フロー:
保険料:110

アウトフロー:44
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実務上の考慮事項

このトピックに関連する IFRS 第 17 号の要求事項を適用する際、以下のいくつかの実務的考慮事項がある:

• 契約の境界線の評価は、個々の事実と各契約の状況によって異なる。 評価を行う際には、契約におけるすべての実質的な権利と実質

的な義務を考慮に入れる必要がある。

• ポートフォリオ単位で毎年保険料が更新されるメカニズムの存在により（IFRS第17号34項(b)(i)規準）、次の更新日が契約の境界線とな

ることはない。保険料が次の更新日を超える期間に関連するリスクを考慮されているかどうかを決定する際、判断が求められる (IFRS 第

17号34項(b)(ii) 規準)。

• 保険会社は、保険料の価格設定が IFRS第17号34項(b)(ii)の規準を満たすかどうかを判断するために、過去、現在、および将来の価格

設定方法の分析が求められる場合がある。 保険会社は、将来の保険リスクの検討やそのリスクの保険料への反映方法について保険料

設定担当部門が考慮するためのガイダンスを提供する価格設定方針のような文書による証跡を集積して維持しなければならない。
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実務上の考慮事項（続き）

このトピックに関連する IFRS 第 17 号の要求事項を適用する際、以下のいくつかの実務的考慮事項がある:

• IFRS 第17号B64項は、報告日ごとに契約の境界線を再評価することを要求している。 仮に、価格設定方法が大幅に変更された場

合、 IFRS第 17号34項(b)(ii)規準を満たす (または満たさない) という異なる結果が生じる可能性がある。 これは、保険会社の財務諸

表に重大な影響を与える可能性がある。

• 財務報告のガバナンスには、価格設定に関する方針変更が IFRS 財務諸表に適切に反映されるように、保険料率設定の担当役員

と話し合う必要がある。 IFRS 第 17 号の要求事項を容易に検証するために、文書の更新が必要になる場合がある (例えば、ポート

フォリオごとの相互扶助指数の定期的計算によって)。

• Deloitte は、世界中のいくつかのリスクベースの自己資本規制が、IFRS第 17号から契約の境界線の概念を導入して、保険ソルベン

シー資本の目的のために保険負債の評価を導入または変更していると指摘した。保険会社は、IFRS第17号とIFRS第17号の契約の

境界線の概念を導入する資本規制との間のすべての類似点および相違点を比較し、相互の一貫性を維持するとともに、履行キャッ

シュ・フローの計算の事務的な効率性を高度に達成できるようにする必要がある。
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